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 学生の病院エリアへの立ち入りが、以下の通り許可されていますが、学生のマスク着用が 

徹底されていないとの声が上がっています。 

 また、飲み会、カラオケの禁止についても順守されていない例が報告されております。 

医療系部局の学生であることを意識していただき、以下のルールの徹底をお願いします。 

 大学病院長、医歯薬学総合研究科長、保健学研究科長、医・歯・薬学部長が協議の上、 

確認された重要事項をあらためて通知します。 

 詳細は、ホームページでご確認ください。 

 http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/mdps/news_1383.html 

 

【継続とされた重要事項の概要】 

１．【徹底依頼】病院エリアでのマスクの着用の徹底： 

 6/1 より臨床実習の再開、6/19 より臨床実習生以外の学生の病院エリア立ち入りが 

緩和されていますが、学生（特に臨床実習生）のマスクの着用がなされていないことについて、 

患者さん、医療従事者等から指摘があがっています。 

 次の通り、再度注意喚起しますので、マスク着用の徹底をお願いします。 

 （１） 病院構内に入ってくる際に、マスク非着用のままで入ってくる学生がいる。 

   → 病院玄関をくぐる時点で、必ずマスク着用のこと 

 （２） 学生食堂等で、食事前後でマスクを外したまま集団でお喋りを続けている。 

   → 食堂でも会話の際には必ずマスクを着用する。食事中は、会話を避ける。 

 （３） 病院内を移動する際に、集団（密状態）を作って、お喋りしている。 

   → 距離をもって歩き、お喋りはしない 

 （４） 臨床実習中の試問の際に、マスクをしてこない学生がいる。 

   → 試問の際にもマスク着用のこと 

  http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/mdps/files/files_2153.pdf 

  http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/mdps/files/files_2140.pdf 

 

 

２．【徹底依頼】医療系学部全学生（医・歯・薬学部生、医歯薬学・保健学研究科院生）の活動制限自粛の徹底： 

 直接、間接的に患者と接する可能性のある学生であることから、以下の活動制限自粛を引き続き求める。 

 飲み会・歓送迎会への参加禁止、カラオケ、接待を伴う飲食店の利用禁止、屋内での不特定多数の接客 

 をするアルバイト（飲食店など）の自粛、スポーツジムの利用自粛、不特定多数が集まるイベントや集会への参加自

粛 

  参考 医学部生 http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/mdps/files/files_2136.pdf　　 

  臨床実習生 http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/mdps/files/files_2148.pdf 

  歯学部生 メールによる再度の注意喚起 2020.07.07 

 

【担当】 

大学院医歯薬学総合研究科担当    TEL: 086-235-7986 kdf7986@adm.okayama-u.ac.jp 

大学院保健学研究科・医学部保健学科担当 TEL:086-235-7984 ishiyaku-g-hoken@adm.okayama-u.ac.jp 

医学部医学科担当          TEL: 086-235-7020 kdd7020@adm.okayama-u.ac.jp 

歯学部担当             TEL: 086-235-6627 mag6627@adm.okayama-u.ac.jp 

薬学部教務学生担当        TEL: 086-251-7923 ngg7923@adm.okayama-u.ac.jp 

2020.08.31更新　新規通知をご確認ください
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